
＊第２期横浜市障害者プランの「将来にわたるあんしん施策」では、「医療的ケア対応の推進」と
「人材の育成・確保」を推進項目として位置づけています。

　　障害者自立支援法に基づく生活介護事業所では、看護師の配置が義務付け

られていますが、

　障害者施設で働くことは、

　・利用者とどう接したらよいかわからない。

　・医師の指示を随時受けることが難しい。

　・たんの吸引等の医療的ケアは初めて…。

　・一人職場である。

　・生活支援員とどう連携したらよいかわからない。　など

医療機関での勤務とはだいぶ違うようです。

　横浜市では、不安や戸惑いを抱えながら勤務している看護師の皆さんをを応援

するため、社会福祉法人　十愛療育会の協力を得て、巡回相談を実施します。

　横浜療育医療センターの医師、看護師等があなたの事業所を訪問して、業務上

の悩みや困りごとについて、いっしょに考えます。

　お気軽にご連絡ください。

【実施内容】

▽対象者

　障害者支援施設、生活介護事業所、社会福祉法人型地域活動ホーム、ケアホームで働く

　看護師

　［必要に応じて（差し支えなければ）施設長、生活支援員等が同席することはかまいません。］

▽訪問する職種

　医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士　ほか

▽申し込み方法

　別添の申込書によりファクスまたはe-mailで障害支援課在宅支援係へ連絡してください。

　訪問日を調整させていただきます。

▽訪問開始時期

　平成２３年１月から

［問い合わせ・申し込み先］

横浜市健康福祉局障害支援課在宅支援係

電話671-2416　FAX671-3566

e-mail：kf-syoshien@city.yokohama.jp
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派遣を希望する職種

　　　　　□　医師　□　看護師　□　理学療法士　□　作業療法士　□　言語聴覚士
　
　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

相談の概要

第三希望

＊事業区分には、生活介護事業所等を記入してください。

訪問を希望する曜日・時間帯等

第一希望

第二希望

相談者職種 相談者氏名

FAX
担当者

電話
法人名（団体名） 事業所名称 事業区分 連絡先


